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（公社）日本建築積算協会の資格認定制度について

１．資格認定制度

公益社団法人日本建築積算協会（以下、当協会という）の認定資格には、以下の３つがあ

ります。

これら３つの資格は、時代の要請に応じて段階的に創設されました。２０１０年（平成２

２年）にこれらの資格の定義と位置付けを明確に規定し、建築積算士補から建築積算士、そ

して建築コスト管理士へとスキルアップしていく基本的なキャリアパスが形成されました。

当協会における各資格の定義に関しては、ひとつの特徴があります。一般的に資格を定義

する場合、どのような業務を行うことができるかといった、業務内容や業務領域について規

定されることが多くみられます。これに対して、当協会における資格の定義は、「求められ

る技術」と「求められる知識」のみ規定しており、業務内容・業務領域について具体的に規

定していません。

これは、コストマネジメントや積算に携わる技術者の活動領域は現在限定されているも

のの、将来的に活躍の場を広げ、活動レベルが大きく飛躍することが可能になりつつあるこ

とに起因するものです。社会経済および建設を取り巻く環境が厳しくなるとともに、プロジ

ェクトにおけるマネジメントの重要性、特にコストマネジメントのウエイトが増大してい

る状況があります。
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２．建築積算士

建築積算士は、１９７９年（昭和５４年）に当協会認定の民間資格として誕生し、その後

１１年間継続していました。

１９９０年（平成２年）１月２４日、建設省告示第７４号により、「建築積算に関する知

識及び技術の審査・証明事業認定規程」を定め、検定事業の実施団体を大臣認定する形式で

認定制度が創設されました。同年７月３０日付で新たな建築積算技術者の資格認定制度が

創設され、同年１１月に「建築積算資格者」が誕生いたしました。

その後、行政改革の一環として審査・証明事業の多くが廃止されることとなり、２００１

年（平成１３年）国土交通省告示第２７３号により「建築積算資格者」の大臣認定が廃止さ

れました。２００１年（平成１３年）４月１日からは、当協会がこれを引き継ぎ民間資格認

定制度として発展させ、２００９年（平成２１年）４月１日からは、「建築積算士」という

称号に改め、現在に至っています。

建築積算士は、当協会資格制度の中核をなすものとして、以下のように定義されています。

「建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関し、高度な専門

知識及び技術を有する専門家」

資格に求められる技術は、以下のように規定されています。

「建築工事分野の数量算出・工事費算定」

また、資格に求められる知識については、以下のように規定されています。

「建築生産プロセス、工事発注スキーム（入札・発注方式・契約方式他）、設計図書

構成、工事費構成、積算業務内容、建築数量積算基準、内訳書標準書式、主要な市場

価格、データ分析と積算チェック、施工技術概要、LCC・VE 概要、環境配慮概要」

資格試験は一次試験（基本知識として４択の学科試験）と二次試験（実務知識として積算

実技試験と短文記述試験）で構成されています。

受験資格は、「試験年度の４月２日に満１７歳以上であること」と間口はかなり広くなっ

ています。一次試験免除の要件もあり、建築士（１級・２級・木造）、施工管理技士（１級・

２級）、当協会で認定した積算学校の卒業生、建築積算士補が該当します。また、建築積算

士補は、受験料が半額となっています。

登録の有効期間は３年のため、３年ごとに資格更新が必要で、更新講習を受講する必要が

あります。会員については、更新講習料と再登録料が免除されます。

資格制度発足当時は、建築数量積算基準にしたがって数量算出を行う資格と考えていた

方が多かったようですが、２０１０年（平成２２年）に資格の定義が明確に規定され、数量
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算出のみならず工事費の算定あるいは概算といった積算業務全般の専門家と位置付けられ

ました。

２０１１年（平成２３年）求められる技術・知識を体系的にまとめた「建築積算士ガイド

ブック」を発刊し、試験問題のレベルアップをはかるとともに、受験者が学習しやすい環境

をつくりました。また、従来テキストとして必要だった、数量積算基準と内訳書標準書式を

ガイドブックに統合し、テキストの費用を１/３にしました。

建築積算士は現在、官民発注者・設計事務所・建設会社・CM 会社・積算事務所をはじめ

不動産鑑定会社やハウスメーカーといった非常に幅広い分野で活躍しています。

３．建築コスト管理士

１９８０年代から、数量を算出し工事費を積上げ算定する積算業務だけでは、適正なコス

トを導きだすことができないという問題意識が生まれてきました。総合建設会社（ゼネコン）

においては、設計施工物件を中心にコストマネジメントの重要性が認識され、１９９０年代

からは組織的なコストマネジメントが展開されてきました。大手組織設計事務所において

もコストマネジメントについての取り組みが進められました。

当協会においても、１９９０年代からコストマネジメントおよびプロジェクトマネジメ

ントの分野に積算技術者が進出するという声もあがってきましたが、一部の活動にとどま

り、具体的な成果はみられませんでした。

このような状況においても、ようやく設計の初期段階から継続的にコストマネジメント

を行うことの重要性が関係者に広く認識されるようになり、積算業務を拡大させる職能分

野を担う新しい資格の創設が検討されるようになりました。

２００５年１月に建築コスト管理士認定事業が創設され、２００６年（平成１８年）４月

１日に最上位の新資格者が誕生いたしました。

建築コスト管理士は当協会の最上位資格として、以下のように定義されています。

「企画・構想から維持・保全・廃棄にいたる建築のライフサイクル全般に渡って、コ

ストマネジメント業務に関する高度な専門知識及び技術を有する専門家」

資格に求められる技術については、以下のように規定されています。

「各フェーズに応じた工事費その他費用の算定。コストプランニング、コストコント

ロール」

資格に求められる知識については、以下のように規定されています。

「コスト情報収集・分析、広範囲な市場価格（経済・建設産業・不動産他）、発注戦

略（発注与条件・契約・入札手続きと評価他）、調達戦略、フィジビリティスタデ

ィ―、概算技法、施工技術・工期算定、LCC・VE 及び FM・PM・CM・PFI の概

要、環境配慮、建築関連法規、IT 活用」

   なお、建築積算士の上位資格であることから、「原則として建築積算士に求められる

知識を包含する」とされています。
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資格試験は、学科試験（４択）と短文記述試験で構成されています。

受験資格は、以下のいずれかになります。

１．建築積算士を取得後更新登録を１回以上行い、かつ建築関連業務を１０年以上経験し、

そのうち建築コスト関連業務において責任ある業務に２年以上の実務経験を有する

者。

２．建築関連業務を１０年以上経験し、そのうち建築コスト関連業務において責任ある業

務に５年以上の実務経験を有する者。

また、学科試験免除の規程があります。

１．BSIJ コストスクールの BSIJ プロジェクトマネジャーの称号を取得した者で、建築

関連業務を１０年以上経験した者は学科試験を免除する。

２．学科試験において、試験委員会で定める合格基準点を超えた者は、当該試験の次年度

から２年間に限り、学科試験を免除する。

資格登録に際しては、当協会の正会員であることが必要です。

登録の有効期間は５年のため、５年ごとに資格更新が必要で、その間にＣＰＤ（継続能力

開発）制度に規定する必要単位を取得することで登録更新ができます。

２０１１年（平成２３年）求められる技術・知識を体系的にまとめた「建築コスト管理士

ガイドブック」を発刊し、試験問題のレベルアップをはかるとともに、受験者が学習しやす

い環境をつくりました。また、前述の「建築積算士ガイドブック」も受験用学習書となって

います。

建築コスト管理士は、様々な職場で活躍しています。CM 会社や設計事務所に所属し、発

注者側で建築プロジェクトに関するコストマネジメントを行っているケースがあります。

また、ゼネコンに所属し、設計施工プロジェクトに関して、顧客満足と適正利益を確保する

ためにコストマネジメントを行っているケースもあります。これらの職域のパートナーと

して、積算事務所所属の建築コスト管理士も多く活躍しています。その他多くの職域で建築

コスト管理士が働いているのです。このような建築コスト管理士の働きを支えているのが、

建築積算士が算定する工事費でありコストに関する様々な資料です。

もちろん、建築積算士がコストマネジメントを行っている例も多いと考えられます。その

ような方は、すでに建築積算士のレベルを超越していますので、ぜひ建築コスト管理士の資

格を取得し、ご自分の実力を証明するとともに、さらに高いレベルを目指していただきたい

ものです。

２０１３年（平成２５年）３月、当協会はＲＩＣＳ（英国王立チャータード・サベイヤー

協会）と提携覚書を交わしました。その結果、「建築コスト管理士で業務経験が１０年以上

かつ当協会のＣＰＤ単位を１年以内に１６単位以上取得した」者は、ＲＩＣＳの正会員（Ｍ
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ＲＩＣＳ）として入会でき、国際的に評価の高い職能である、「Chartered Quantity
Surveyor」通称「QS」称号を取得することができるようになりました。この事実は、建築

コスト管理士が国際的な職能レベルとして評価されたものといえます。

４．「Chartered Quantity Surveyor」と「ＲＩＣＳ」

「Chartered Quantity Surveyor（チャータード・クオンティティ・サベイヤー）」は

Quantity Surveyor あるいは略称でＱＳと呼ばれています。（以下「ＱＳ」といいます）英

国および英国の影響下にある（あった）海外の国々では、建設プロジェクトにおいて発注者

の利益を守る独立した専門職能としてＱＳが活躍しています。工事費積算を主要な業務と

していた時代を経て、現在ではコストコントロール、スケジュール管理、リスク管理、発注・

契約管理、支払管理といった、建設プロジェクトの経済面全般について職域を広げています。

プロジェクト全般を統括するマネジャーとして活躍することもみられるようです。

旧来は、ＱＳを「積算士」と和訳した時期もありましたが、積算業務から大きく職域を拡

大した現在では全く不適切な訳となり、「ＱＳ」あるいは「クオンティティ・サベイヤー」

と原文通りに呼ぶことがふさわしくなりました。技術・知識レベルおよび現在の業務領域は、

「建築コスト管理士」とほとんど重なっています。

わが国の建築コスト管理士が前述のように様々な職域で、様々な立場（発注・コンサルタ

ント・設計・施工等）で業務を遂行しているのに比べると、ＱＳが独立した専門職能として

発注者側にたっていることが、日英の大きな相違点となっています。現在では、施工者側で

業務を行うＱＳも存在していますので、必ずしも発注者の代行者と限ってはいないようで

すが、どちら側であるとしても独立職能としての地位を保っています。

英国の影響が少ないヨーロッパ各国および米国においては、ＱＳとは異なった職能やコ

ストマネジメントの仕組みもあり、必ずしも海外の全域をカバーしてはいないものの、英国

の影響が残っている国が多いことから、ＱＳの存在は実質的なグローバルスタンダードと

して考える必要があります。

ＲＩＣＳは、産業革命後の英国近代化に貢献した約５０名の Surveyor によって、１８

６８年６月にロンドンで「The Institution of  Surveyors」として設立されました。そ

の後１８８１年８月に英国王から「Royal  Charter（王立機関）」として認められることと

なり、会員は「Chartered Surveyor」と称することになりました。

職業としての「Surveyor」は古代エジプトの時代から存在し、計測・計量・測量の技術者

として、古代より各文明が大地を高度に利用し発展することを支えてきたといわれていま

す。近代になり、英国では土地やそれに付随する建物・建造物・鉱物資源およびそれらの権

利利益などに関わる技術者を指すようになりました。

１９４７年７月に、協会名称が現在の「Royal  Institution  of  Chartered  Surveyors 
(RICS)」となりました。

ＲＩＣＳ本部は英国ロンドンにありますが、欧州、中東アフリカ、東アジア・東南アジア、

オセアニア、南アジア、北中南米・カリブ海といった世界各地域の１４６か国に活動を広げ
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ています。世界各地では正会員が約１２万名活躍しており、学生やトレイニー約６万名が正

会員を目指して勉強中です。ＲＩＣＳ会員は、国際的な認知度とステータスが高く、仕事で

の高い優位性を持っています。また、専門知識・情報の提供（ＣＰＤを含む）や厳しい倫理

基準によって、会員の高度な専門性を確保しています。

ＲＩＣＳの資格（称号）とは、我が国のように試験を合格して得られるものではなく、入

会したことにより与えられるステータスです。ＲＩＣＳの正会員としては専門分野で働く

ものに与えられる「ＭＲＩＣＳ（Professional  Members）」と、業界の発展に卓越した貢

献をしたものに与えられる「ＦＲＩＣＳ(Fellows)」があります。そのほかに、エントリーレ

ベルの「AssocRICS（Associate  Members）」があります。ＭＲＩＣＳは、ＲＩＣＳが認定

した大学のコースで学位を取得し、１～２年の実務研修後、レポート・面接・テストを受け

るコースが一般的といわれ、非常に狭き門となっています。

ＲＩＣＳには３つのジャンルと１７の専門グループがあり、「骨董品・美術品」、「建物調

査」、「建築技術」、「事業用不動産」、「紛争解決」、「環境」、「ファシリティ・マネジメント」、

「マネジメント・コンサルティング」、「ジオマティックス」、「鉱物資源・廃棄物管理」、「計

画開発」、「機械・業務用資産」、「プロジェクト・マネジメント」、「居住用不動産」、「農地等」、

「評価」と多岐にわたっています。そのなかで、「Quantity  Surveying  &  Construction  
Professional  Group」に所属した会員（ＭＲＩＣＳかＦＲＩＣＳ）が『Chartered  
Quantity  Surveyor』の称号で呼ばれるわけです。

前述のように、当協会の『建築コスト管理士』で一定の要件を満たしたものは、ＭＲＩＣ

Ｓとして入会し、『Chartered  Quantity  Surveyor』の称号を得ることができます。我が

国においてＲＩＣＳへの入会資格を持っている団体（団体認定資格）には、（公社）不動産

鑑定士協会連合会はじめ数団体がありますが、コストマネジメント（ＱＳ）の分野に関して

は当協会のみです。

５．建築積算士補

建築プロジェクトにおいて、経済性つまりコストは非常に重要な要素であり、コストマネ

ジメントは建築生産のあらゆる場面で必要な活動と認識されています。しかしながら、我が

国の学校教育においては、建築コストあるいは積算についての教育はほとんど行われてこ

なかったといえます。大部分の学生は、卒業して社会に出て、建設行為にお金がついて回る

という至極当然な事実を初めて学ぶわけです。学校教育に「積算・コストマネジメント」の

講座を開設し、コストについての基礎的な知識と意識を身につけた学生を社会に送り出す

使命をもって、「建築積算士補」制度が２００９年（平成２１年）４月１日に創設されまし

た。建築積算士補が社会で活躍する場は、コスト・積算分野に限定されることもなく、建設

関連のあらゆるところで様々な職業に従事すると思われます。このように多様な職域・職業

において、コスト・積算についての知識・意識が浸透することは、当協会の使命である人材

育成を幅広く支える基盤づくりであると考え、このような教育展開の理念としています。ま
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た一方、建築積算士・建築コスト管理士という上位資格に挑戦し、コスト・積算分野でのキ

ャリアアップをはかっていく方が多く表れることも期待しています。

建築積算士補は、「建築生産過程における工事費の算定並びにこれに付帯する業務に関し

て、基礎的知識を有するもの」と定義されています。

資格に求められる知識については、以下のように規定されています。

「生産プロセス概要、工事発注スキーム概要、設計図書構成、工事費構成、積算業務・実

務概要、ＬＣＣ・ＶＥ概要」

建築積算士補資格は、認定校において「建築積算講座」を受講・終了（単位取得）し、認

定校において実施される資格試験に合格し、登録を行うことにより取得できます。

認定校は、当協会指定のテキスト「建築積算」を使用し、当協会制定の標準シラバスを包

含していること、その他の必要条件を満たした学校であり、大学・短期大学・工業高等専門

学校・工業高校・職業大学校・職業訓練校・専門学校といった多様な教育機関が講座を開設

しています。

試験については、当協会作成の問題が約１，０００問、テキストの別冊として公開されて

おり、各学校のランダムなスケジュールに合わせて、不作為抽出した問題を学校に送付して

試験実施を行っています。

建築積算士補は、学生が取得できる資格として、就職活動時に履歴書に記載できるなど、

実利的な機能も備えています。また、建築積算士一次試験が免除となる資格にもなっていま

す。最近では、建築積算士補取得後、建築積算士試験に挑戦する学生も増えつつあります。

建築積算士補が建築積算士を受験するに際しては、受験料が半額になるなど、様々な支援プ

ログラムが用意されています。

なお建築積算士補は、建築積算士と同様に３年ごとの資格登録更新が必要です。更新に際

しては、更新講習を受講する必要があります。

★ 認定資格制度に関する規程、試験案内については、当協会ホームページをご参照く

ださい。


